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平成２６年度第８回学長選考会議事要旨 

 

 

Ⅰ 日 時 平成２７年３月１８日（水）１７：００～１８：３０ 

Ⅱ 場 所 本部第一会議室 

Ⅲ 出席者 加藤議長、草野委員、千葉委員、三沢委員、秋澤委員、渡邉委員 

     （陪席） 

佐藤総務部長、志賀総務課長、水村総務課課長補佐 

 

 

〇 配付資料の確認が行われた。 

  

Ⅳ 議事要旨 

１ 審議事項 

（１）議事要旨の確認について 

議長から、配付資料に基づき、平成２６年度第７回学長選考会議の議事要旨について説明

があり、これを確認した。 

 

（２）規程等の一部改正について 

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、「国立大学法人東京農工大学学長

選考会議規程」、「国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等規程」及び「国立大学法人

東京農工大学学長候補者選考等細則」の一部改正案について説明があり、審議の結果、原案

どおり承認した。 

 

（３）学長の業務執行の状況の確認について 

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、学長の業務執行状況の確認を行う

時期及び方法等について説明があり、意見交換を行った。審議の結果、①次期学長候補者選

考に当たり、学長が提出した所信に対する業務の執行状況等を書面により自己申告をしても

らい、これについて学長選考会議が学長から意見聴取を行う、②学長選考会議が監事に対し

て、学長の業務執行に関する監査の実施を申し入れ、監事から当該監査結果を聴取する、③

学長の業務執行に関して法人評価等の評価結果を活用する、①から③までの内容を総合的に

勘案して学長の業務執行状況を確認し、問題点等が存在すれば確実な業務執行を具申するこ

ととした。なお、①所信に対する業務の執行状況を確認するため、次期学長候補者の選考に

当たり、学長選考会議として付した意見に対する次期学長候補者の具体な計画等を５月末日

までに文書で提出願うこととし、それに対して必要に応じ書面により照会することとした。 

学長の業務執行状況の確認の時期については、任期の中間に行うこととした。 

また、学長選考会議委員の任期は、現行どおりとすることとした。 

 

【主な議論の概要】 
・ 学長から示された所信等の進捗状況等について、本会議が確認し、未達事項に対する具申をすればよ

いのではないか。 

・ 確認の基準について本会議と学長が共有する必要がある。 
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・ 構成員の意識改革など表面的なことだけではなく深く掘り下げて評価すべきではないか。 

・ 本会議が、監事に対して学長の業務執行状況等の監査を申し入れてはどうか。 

・ 本会議が次期学長候補者に対して付した意見（学長のリーダーシップのもとに目標を掲げ、その目標

を達成するための具体的な活動項目を明確にして、達成期間及び年度毎の達成度を設定し、積極的な

大学運営に取り組んでいただきたい。）に対する次期学長の考えを聞かないと確認・評価が困難である。

また、達成期間及び年度毎の達成度の設定が明らかでないと、業務執行状況を確認する時期が判断で

きない。 

・ 業務執行状況の確認方法として、学長が学長候補者の応募に当たり提出した所信及び大学を取り巻く

諸課題等への対応状況について自己申告願い、その内容について、学長選考会議が学長から意見聴取

を行う方法が良いのではないか。 

・ 学長の自己申告に加え、監事監査の結果、法人評価の結果も参考にして総合的に判断すべきではない

か。 

 

 

（４）学長の任期について 

議長の指示により、総務課長から、配付資料に基づき、学長の任期及び再任時の意向調査

の実施について説明があり、意見交換を行った。意見交換の結果、次回の会議において再度

議論することとした。 

 

【主な議論の概要】 
・ 学長任期は１期目と再任ともに同一期間が良いのではないか。 

・ １期６年再任不可が良いのではないか。 

・ 任期の始期は、中期目標期間開始の１年半又は２年前が適切ではないかと考えるが、６年ではなく１

期目４年、再任２年など、学長選考会議や構成員の意見が反映可能な任期設定が良いのではないか。 

・ １期６年であれば、明確な解任基準を整備すべきではないか。 

 

配付資料  

 資料１－１ 平成２６年度第７回国立大学法人東京農工大学学長選考会議議事要旨 

 資料１－２－１ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(第二条関係)新旧対照表 

 資料１－２－２ 

「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法

施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について」

（抜粋）（平成２６年８月２９日付け、２６文科高第４４１号文部科学

省高等教育局長、研究振興局長通知） 

 資料１－２－３ 国立大学法人東京農工大学学長選考会議規程の一部改正（案） 

 資料１－２－４ 国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等規程の一部改正（案） 

 資料１－２－５ 国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等細則の一部改正（案） 

 資料１－３ 学長の業務執行の状況の確認について 

 資料１－４ 学長の任期について 

 


